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熊本地域振興ＩＣカード会員ＷＥＢサイト利用規則 

 

第１条（本規則の目的） 

１．本規則は、株式会社肥後銀行(以下｢当行｣という) が運営する｢熊本地域振興ＩＣカード会員ＷＥＢサ

イト」（以下「会員ＷＥＢサイト」という)を通じて提供する各種サービス(以下｢本サービス｣という)

の内容と使用条件を定めることを目的とします。 

２．会員は、当行が会員ＷＥＢサイトにおいて掲示する各サービスの｢ご案内｣・｢ご利用上の注意｣等も、

本規則の一部であることを了承の上、本規則を承認します。 

 

第２条（適用範囲） 

１．本サービスにかかわる取扱いについては、本規則の定めるところによります。  

２．本規則が改定された場合、以後の本サービスにかかわる取扱いについては、改定された規則の定める

ところによります。 

３．本規則及び本規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。 

４．本規則に定めのない事項については、法令および「熊本地域振興ＩＣカード取扱規則」等の定めると

ころによります。 

 

第３条（用語の定義）  

本規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。  

（１）「ＷＥＢサイト」とは、パソコン用サイト（以下「ＰＣサイト」という）と携帯電話用サイト（以

下「モバイルサイト」という）の２つのサイトのことをいいます。 

（２）「会員」とは、記名式熊本地域振興ＩＣカードの所有者が、本規則に同意し、会員ＷＥＢサイトで

当行所定の方法により登録を行った者をいいます。 

（３）「プロモーション」とは、会員に対し熊本地域振興ＩＣカードの利用促進を目的とした、電子クー

ポンや期間限定ポイント情報、スタンプラリー等、会員に向けたサービスのことをいいます。 

 

第４条（本サービスの内容等） 

１．会員は、本規則の内容に従って、会員ＷＥＢサイトにおいて提供する各種機能のご利用ができるもの

とします。提供するサービスの内容は会員ＷＥＢサイトにて公示します。 

２．当行は、会員ＷＥＢサイトへの公開その他の所定の方法で会員に通知することにより、本サービスの

内容を任意に変更又は中止することができるものとします｡ 

３．本サービスは、暗号技術等を含め、当行がその時点で提供可能なものとしますが、その完全性、正確

性、有用性等に関し、当行はいかなる保証も行いません｡ 

４．当行は、会員より同意を得た場合に限り、当行および当行と個人情報提供に関する契約を締結した提

携企業各社が、正当な事業活動に利用するために、会員に対し E メールで通知や情報提供を行うサービ

スを提供するものとします。 
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第５条（利用登録について） 

１．利用を開始した時点で、会員は本規則の内容を承諾しているものとみなします｡ 

２．会員は会員ＷＥＢサイトに新規登録する際に自身のパスワードを設定するものとします｡ 

３．生年月日、電話番号等から推測される数字等は使用せず、その他の番号をパスワード登録するものと

します。 

４．本サービスの利用者資格は会員本人のみに限るものとします｡ 

 

第６条（権利の譲渡等）  

会員は会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたりする等の行為は行わないものとしま

す｡ 

 

第７条（変更の届出） 

１．会員は、熊本地域振興ＩＣカードの登録内容に変更、住所その他当行への届出内容に変更があった場

合は、速やかに当行所定の方法で変更の届出をするものとします｡ 

２．前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当行はいかなる責任も負わないものとし

ます。 

 

第８条（会員の管理責任） 

１．会員が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用によりこれを解

決し、当行に迷惑あるいは損害を与えないものとします。 

２．当行は、本サービスの利用により発生した会員の損害に対し、当行に故意又は過失がある場合を除き、

いかなる責任をも負わず損害賠償の義務はないものとします。 

３．会員が第１項に該当して当行が損害を被った場合、当該会員に対して、被った損害の賠償を請求でき

るものとします。 

 

第９条（私的目的以外への利用禁止） 

１．会員は、本サービスの利用を通じて取得した一切の情報を私的な利用目的の範囲内でのみ使用するも

のとします｡ 

２．会員は、営業、営利を目的とした会員ＷＥＢサイトおよび本サービスの利用をしてはならないものと

します｡ 

３．会員は、前項に反する行為を第三者にさせてはならないものとします｡ 

 

第１０条（その他の禁止事項） 

会員は、前条の他、会員ＷＥＢサイト上で以下の行為をしてはならないものとします。 

（１）公序良俗に反する行為。 



 

3 

 

（２）犯罪的行為あるいは犯罪に結びつく行為。 

（３）他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為。 

（４）他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。 

（５）その他、法律に反する行為。 

（６）他の会員又は第三者を誹諦中傷する行為。  

（７）選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。 

（８）会員ＷＥＢサイトの運営を妨げ、あるいは当行の信頼を毀損するような行為。 

 

第１１条（個人情報の取扱い） 

１．登録された会員の個人情報は、当行が管理します。  

２．当行は、取得した個人情報を次の目的で利用します。  

（１）会員ＷＥＢサイト利用新規・変更・退会等の登録内容の確認。  

（２）当行から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。  

（３）当行および当行と個人情報提供に関する契約を締結した提携企業各社におけるプロモーションの企

画、会員への連絡。 

３．記名式熊本地域振興ＩＣカードの記名人が、本規則に同意し、当行所定の方法により会員ＷＥＢサイ

ト利用登録を行った時点で、第１項、第２項に同意したものとみなします｡ 

 

第１２条（当行による会員 WEBサイトの一時停止等） 

１．当行にて緊急性が高いと認めた場合には、会員に事前に通知することなく当該会員の当該サイトの使

用を禁止することがあります｡ 

２．当行が前項の措置をとったことで会員が本サービスの利用が出来ず、これにより損害が発生した場合

でも、当行はいかなる責任も負いません｡ 

３．第１項、第２項の定めにかかわらず、当行が認めたときは、当行は本サービスの利用に代る代替措置

をとるものとします｡ 

 

第１３条（情報等の削除） 

当行もしくは会員が登録した情報等が、当行の各サービス毎に定める所定の情報等保存期間あるいは量

を超えた場合、および運営又は保守管理上の必要が生じた場合、当行は会員に事前に通知することなく登

録された情報を削除することがあります｡ 

 

第１４条（一時的な中断） 

１．当行は、次のいずれかに該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスを一時的に中断

することができるものとします｡ 

（１）システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。 

（２）火災、停電、天災、戦争、暴動、労働争議等により会員ＷＥＢサイトの運営ができなくなった場合。 
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（３）その他、当行が会員ＷＥＢサイトの一時的な中断が必要と判断した場合。 

２．当行は、前項に基づく本サービスの提供の遅延又は中断等に起因して会員又は第三者が被った損害に

ついて、いかなる責任も負わないものとします。 

 

第１５条（熊本地域振興ＩＣカード会員 WEBサイト運営の中止） 

１．当行は３ヶ月の予告期間をもって会員に事前に通知することで、会員ＷＥＢサイトの運営を中止する

ことができます。 

２．前項通知は、会員ＷＥＢサイト上に３ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします｡ 

３．当行は会員ＷＥＢサイト運営の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者から

の損害賠償請求を免れるものとします｡ 

 

第１６条（利用登録の抹消） 

１．会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、当行は、会員に事前に通知することなく、利用登録の

抹消あるいは会員ＷＥＢサイト使用の一時停止を行うことができるものとします｡ 

（１）利用申込者が熊本地域振興ＩＣカード会員又はクレジット熊本地域振興ＩＣカードの会員でない場

合。 

（２）カードの利用状況、支払い状況等が不適当な場合。 

（３）利用申込における申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合。 

（４）会員が反社会的勢力であることが判明した場合。 

（５）利用時に虚偽の申告をした場合。 

（６）入力情報の改鼠を行った場合。 

（７）パスワードを不正に使用した場合。 

（８）会員ＷＥＢサイトの運営を妨害した場合。 

（９）本規則のいずれかに違反した場合。 

（１０）当行の名誉を著しく毀損した場合。 

（１１）２年間会員ＷＥＢサイトへログインがない場合。 

（１２）その他当行が会員として不適当と判断した場合。 

２．会員が前項に該当して、当行が損害を被った場合、当行は被った損害の賠償を当該会員に対して請求

できるものとします。 

 

第１７条（E メールアドレス） 

１．Ｅメールアドレスは会員の個人用のものを登録するものとします｡ 

２．当行は、会員宛連絡の手段として登録されたＥメールアドレスを使用する場合があります｡当行が連絡

手段としてＥメールアドレスを使用する際、登録されたＥメールアドレスが第三者と共用されているな

どの理由により会員に不利益が生じた場合でも、当行はその責を負いません｡ 

第１８条（本規則の変更） 
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１．当行は会員に事前に通知することなく本規則を随時変更することができるものとし、会員はこれを承

諾します｡ 

２．会員が本規則の変更後最初に本サービスを利用した時点で当該変更に同意したものとみなします｡ 

 

第１９条（当行からの通知） 

１．前条の場合の他当行が必要と判断した場合、当行は会員に対し随時必要な事項を通知します｡ 

２．前項通知の内容は、会員ＷＥＢサイト上に表示した時点で直ちに全ての会員が了承したものとみなし

ます｡ 

 

【問合せ窓口】 

個人情報に関するお問合せや、開示等の申出等に関しましては、下記までお願いします。 

株式会社肥後銀行 

〒８６０－８６１５熊本市中央区練兵町一番地 

（お問合せダイヤル）０９６－３２６－８６６６ 

 

附則１ 

１．この規則は、平成２７年４月１日から適用します 

２．運営会社を株式会社肥銀コンピュータサービスから肥銀カード株式会社へ変更 

 

附則２ 

１．この規則は、２０２４年７月１日から適用します 

２．運営会社を肥銀カード株式会社から株式会社肥後銀行へ変更 

 


